
 

別記様式第６号の２ 

和企下建 第 １４ 号 

令和５年 ４月２６日 

（２０２３年） 

 

 

和歌山市 企業局     

下水道部 下水道建設課長 

 

質 問 回 答 書 

 

令和５年４月２６日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度 

工 事 (業 務 )番 号 

工 事 ( 業 務 ) 名 

工 事 (業 務 )場 所 

令和５年度 

第２３１９０００５号 

新堀排水区管渠実施設計業務委託その２ 

和歌山市西庄地内 

質 問 事 項 回 答 事 項 

・雨水管設計346ｍに対して現地調査は見込まれ

ていますが、配水管設計460ｍに対しての現地

調査は計上されておりません。 

 配水管設計における給水メーター等の調査は不

要という認識でよいでしょうか。 

・配水管設計の設計協議は市水道局との協議とい

う認識でしょうか。それとも発注当局との協議と

いうことでしょうか。 

 雨水管設計と配水管設計の業務範囲は重複

しているため、現地調査は雨水管設計のみで計

上しています。本業務を遂行するにあたり、必

要な調査は本業務で行う認識です。 

 

 

設計協議の担当課は下水道建設課です。 

 

 

 

 

 


